
                                  平成２８年９月２１日 

 サッカー部顧問 様 

                              名 古 屋 サ ッ カ ー 協 会 

                              ３種委員会委員長 小山 智幸 

   

 

平成28年度  名古屋市ユース(U-14)サッカー選手権大会 

 参加にあたって 

 

 

  日頃は，本協会及び本委員会の活動にご協力とご理解をいただきありがとうございます。見出し

の件につきまして，下記参照の上，参加お願いいたします。 

 

                      記 

 

 １  主旨をご理解のうえ，参加してください。会場使用については，３種委員会主催の大会に準

じて参加すると同時に，各会場担当者の指示にも従ってください。 

 ２  雨天の場合でも試合は実施します。雷が発生した場合は、試合を中断します。その日に試合

が実施できない場合は、後日、中断以降の試合を行います。暴風警報が発令された場合は当日

の試合は実施できません。（特別警報も同様）後日の日程は協会で検討し、チーム責任者に連

絡します。場合によっては、全日程試合が実施できないこともありますので、ご了承ください。 

 ３  保護者の車の乗り入れは禁止です。近隣住民の方々等に絶対迷惑のかからないようにしてく

ださい。迷惑をかけた関係のチームは，今後３種委員会の事業への参加をお断りする場合もあ

ります。 

 ４  ガラス、電灯、スピーカー等破損させるおそれのあるものが近くにある場所でのボールを使

用したウォーミングアップは禁止です。また、ネットが破れていてボールがネットを抜けて、

外の車にボールをぶつけてしまう等も考えられますので、ボールを使用する際はチーム関係者

で練習場所の安全を確認するようにしてください。 

また、会場や会場周辺の施設等（ガラスや車）を破損させた場合は、当該チーム又は、選

手が責任をもって修復（弁償）することとします。 

 



 

 ５  審判は全チームに割り振りがあるので、当該チーム同士で事前に相談して主審・副審の担当

を決めてください。審判担当は、試合開始時刻の３０分前には必ず会場に到着する。必要に応

じて、ユニフォーム決定のコイントスを行う。主審は審判服を着用し、ワッペンをつけること。

副審が生徒の場合は、規則を良く理解している者を出す。試合後は、審判技術向上のために、

判定を批判するのではなく、お互いに批評し合う。指導者同志の親睦を深め，名古屋市内中学

校のサッカーのレベルアップを図りましょう。 

６  審判報告書について、主審は，試合終了後，副審に署名してもらい，審判報告書を記入し，

会場担当者に提出する。一発退場が出た場合は，審判報告書・審判報告書（重要事項）の２枚

記入し，会場担当者に提出する。 

７  会場担当者はその日の試合結果（勝敗、スコア、警告・退場）を東星中（朝倉）にＦＡＸ

【783-1186】で送付する。傷病人（骨折等、救急車の要請、入院）や器物破損、マナーの問題

があった場合は、メモ欄に記入する。 

審判報告書はできれば交換で長屋幸人（守山東中）に送付してください。一発退場が出た

場合は長屋幸人（守山東中）に連絡し、重要事項報告書と審判報告書をＦＡＸで送付してく

ださい。 

８  その他，現行の３種委員会主催の大会に準ずる。（大会要項をご確認ください。） 

 

    

〈 連 絡 先 〉委員長   小山 智幸 （楠 中学校）   携帯０９０－８９５５－９７５４ 

    総 務   加藤  隆 （名南中学校）   携帯０９０－４１６２－６３９９ 

審判長   長屋 幸人 （守山東中学校）  携帯０９０－９９３１－６７５７ 


